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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、「住生活産業として生み出した新たな価値により、地域や顧客に喜びや豊かさを供給する」という経営理念の実現のため、ステー
クホルダーへの社会的責任を果たし、継続的な企業価値向上を図ることは重要であると考えております。このため、コーポレート・ガバナンスの確
立は極めて重要な経営課題と位置づけ、企業価値の最大化と収益拡大に向けて、企業経営の透明性と健全性を確保した企業運営に努めており
ます。

【コーポレート・ガバナンスに関する基本方針】

(1) 株主の権利・平等性の確保

当社グループは、株主の権利を尊重し、株主の権利の確保及び株主がその権利を適切に行使できるような環境の整備に努めてまいります。

(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめ、全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識
し、株主以外のステークホルダーとも適切な協働に努めてまいります。

(3) 適切な情報開示と透明性の確保

当社グループは、法令に基づく開示以外の情報開示についても主体的に取り組んでまいります。

(4) 取締役会等の責務

当社の取締役会、監査役会並びに経営陣等は、自らの役割・責務を適切に果たすように努めてまいります。

(5) 株主との対話

当社グループは、株主総会以外の場においても、株主との建設的な対話を通じて入手した株主の意見等を十分に検討し、当社グループの中長期
的な価値向上に結び付けるように努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

※2021年6月改訂後のコードに基づいた内容を記載しております。

（補充原則１－２④）議決権の電子行使のための環境整備

当社は、機関投資家や海外投資家の保有比率を踏まえて、議決権の電子行使環境や招集通知の英訳への対応を検討してまいります。

（補充原則２－４①）女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保

当社は、社内外の研修を通じた人材育成により、女性・外国人・中途採用者等、特に制限は設けず、積極的に管理職、中核人材として登用し、当
社の成長を促進させるために必要な多様性を確保しております。そのため、現時点におきましては、多様性に関する属性別の目標数値の設定は
特段行っておりませんが、今後、必要に応じて検討してまいります。

（補充原則３－１②）海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進

当社は、海外投資家の保有比率を踏まえて、英語での情報開示への対応を検討してまいります。

（補充原則３－１③）サステナビリティについての取り組み等

当社は、当社ホームページにおきまして、当社のサステナビリティ方針に則ったSDGｓの取り組みに関して紹介するとともに、その他の開示情報の
充実に努めております。なお、人的資本や知的財産への投資等につきましては、今後、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かり
やすく具体的に情報開示・提供することを検討してまいります。

（補充原則４－８③）独立社外取締役の有効な活用

当社は、親会社を有しておりますが、独立性を有する者で構成された特別委員会は設置しておりません。当社グループは、住宅事業を展開してお
りますが、親会社グループとの間に競合関係は生じておらず、今後も競合等が想定される事象はないものと認識しております。また少数株主保護
の観点から、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員に選任し、経営の透明性を確保するとともに、取締役会においては、当社が独自に
経営の意思決定を行っており、親会社からの独立性は確保されているものと判断しております。

なお、親会社グループとの取引について、記載すべき重要な取引は生じておりませんが、今後、親会社グループとの取引を行う場合には、他の取
引相手と同様に、案件に対する原価、適正利益、市場動向等を勘案して決定することとし、少数株主の保護に努めてまいります。

（補充原則４－10①）任意の仕組みの活用

当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関とし
て報酬委員会を設置しております。報酬委員会を設置することにより、取締役の報酬決定に関する検討に当たり、委員会の独立社外取締役の適
切な関与・助言を得るように努めております。また、今後は、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、指名委員会の設置についても検討し
てまいります。



（補充原則４－11③）取締役会全体の実効性についての分析・評価

取締役会は、社内登用された取締役だけでなく、十分な知識・経験・能力を有した独立社外取締役も含めて構成され、期待される監督機能を果た
す意見が述べられており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性について分析・評価を行
い、その結果の概要を開示することにつきまして、検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

※2021年6月改訂後のコードに基づいた内容を記載しております。

（原則1－４）政策保有株式

当社グループは、投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものを政策保有株式とみなし、保有しないことを原則としております
が、取引関係の強化や同業他社の情報収集等、個別の取引状況に鑑み、新規取得及び保有する必要があると判断した場合においては、その政
策株式を保有することによって得られるリターン及びリスクを踏まえた中長期的な経済合理性並びに将来の見通し・保有意義・保有方針等を総合
的に勘案し、その保有の可否を判断してまいります。

政策保有株式に係る議決権の行使については、個々の議案に応じた定性的かつ総合的な判断に基づき決定してまいります。

（原則１－７）関連当事者間の取引

当社グループは、関連当事者間の取引を行う場合には、当該取引が当社グループや株主共同の利益を害することのないよう、公正かつ適正に行
うものとし、法令及び社内の規則に基づき、取締役会の承認を得るものとしております。

（補充原則２－４①）女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保

前記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。

（原則２－６）企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社グループは企業年金制度を有していないため、開示すべき項目はありません。

（原則３－１）情報開示の充実

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社の経営理念等や経営戦略、経営計画については、当社のホームページ等で開示してまいります。

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、「Ⅰ－１．基本的な考え方」に記載のとおりであり、当社ホームページにおいて開
示しております。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社は、2021年２月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、事業報告及び有価証券報
告書に記載する方法により開示しております。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役及び監査役については、各事業分野や財務・経理・総務等の分野における専門能力や知見等を有する人材を選任しております。

社外取締役及び社外監査役については、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、取締役会等における率直、活発で建設的な検討
への貢献が期待できる人物を候補としております。

なお、取締役候補者の選任については、社外取締役も出席する取締役会で決定しており、決定事項は東証TDnetにより適時開示事項（決定事実）
として開示しております。

（ⅴ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

個々の選解任については、株主総会招集通知に記載する方法により開示しております。

（補充原則３－１③）サステナビリティについての取り組み等

前記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。

（補充原則４－１①）取締役会の経営陣に対する委任の範囲

当社グループは、取締役会で決定すべき事項と経営陣にその決定を委任する事項を「職務権限規程」に定めております。

（補充原則４－８③）独立社外取締役の有効な活用

前記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。

（原則４－９）独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社の取締役会は、独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について、東京証券取引所が定める基準を満たすことに加え、様々な分野にお
いて豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の社外取締役から独立社外取締役を選任
しております。

（補充原則４－10①）任意の仕組みの活用

前記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。

（補充原則４－11①）取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方

当社取締役会は、社内及び社外から、知識・経験・能力等を総合的に勘案し、適任であると判断した者について、取締役候補者に指名し、定時株
主総会の取締役選任議案において知識・経験・能力等のスキルを開示しております。

（補充原則４－11②）役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況

取締役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。



（補充原則４－11③）取締役会全体の実効性についての分析・評価

前記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。

（補充原則４－14②）取締役・監査役のトレーニング

取締役及び監査役に対して、就任時及び就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する情報や知識を提供するなど、求
められる役割を果たすために必要な機会を提供しております。

（原則５－１）株主との建設的な対話に関する方針

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、株主を含む投資家と積極的な対話を行い、得られた情報を適切に経営に反映していくこと
が重要と認識しております。そのため経営企画部を窓口としたＩＲ体制を整備し、株主や投資家との対話に積極的に応じてまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ＳＯＬＡＢＬＥ 2,142,550 53.90

ＫＨＣ従業員持株会 78,100 1.96

渡辺　喜夫 52,400 1.32

桐山　正勝 34,200 0.86

酒巻　英雄 30,300 0.76

青山　泰長 30,300 0.76

由岐　洋輔 28,600 0.72

高木　達也 25,700 0.65

高橋　安彦 24,500 0.62

高木　眞之介 24,400 0.61

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社ＳＯＬＡＢＬＥ　（非上場）

補足説明

※上記のほか、当社所有の自己株式10,527株があります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社グループは、支配株主（親会社）との取引等につきましては、他の取引相手と同様に、案件に対する原価、適正利益、市場動向等を勘案して
決定することとし、少数株主の保護に努めてまいります。



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

（１）親会社について

当社の非上場の親会社は、株式会社ＳＯＬＡＢＬＥ（議決権所有割合53.98％）及び同社の親会社であるグリーンプロジェクト株式会社（同53.98％、
間接所有分53.98％を含む）となりますが、当社に与える影響が最も大きいと認められる株式会社ＳＯＬＡＢＬＥが、当社の開示対象となる非上場の
親会社等に該当することとなります。

（２）親会社からの独立性確保に関する考え方について

当社グループは、住宅事業を展開しておりますが、親会社グループとの間に競合関係は生じておらず、今後も競合等が想定される事象はないも
のと認識しております。また、少数株主保護の観点から、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員に選任し、経営の透明性を確保するとと
もに、取締役会におきましては、当社が独自に経営の意思決定を行っており、親会社からの独立性は確保されているものと判断しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松田　佳紀 他の会社の出身者

吉本　清志 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松田　佳紀 ○ ―

同氏は小売業及び建設業の経営者を務めた経
験等から、企業経営に関する豊富な経験と知
見を有しており、専門的な視点から、当社取締
役会において建設的な意見等をいただいてお
ります。当社グループの持続的成長と企業価
値向上、店舗展開やＭ＆Ａ等の経営判断を要
する場面における適切な監督・助言等が期待
できると考え、社外取締役として適任であると
判断しております。また、当社と同氏の間に特
別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が
生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定し
ております。

吉本　清志 ○ ―

同氏は、事業会社での幅広い知識と建設業に
おける会社経営の専門的な見識を有しており、
当社グループの持続的成長と企業価値向上、
また、当該知見を活かした経営や職務執行に
対する客観的な助言等が期待できると考え、社
外取締役として適任であると判断しておりま
す。また、当社と同氏の間に特別な利害関係は
なく、一般株主と利益相反が生じる恐れがない
と判断し、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、任意の独立した諮問委員会である報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とし、業務執行取締
役の種類別の報酬額及び報酬割合について、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準の検
討を行っております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、定期的に内部監査室から監査計画、内部監査の結果などについて報告を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行い、相互
連携を図っております。さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、「三様監査連絡会」を定期的に開催し、監査所見や関連情報について意
見交換をしており、監査の効率化及び監査品質の向上に努めております。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

黒田　靖文 他の会社の出身者

白戸　健 他の会社の出身者

畠山　和大 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

黒田　靖文 ○ ―――

同氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両
分野にて幅広い経験を有しているため、社外監
査役として十分な職務が遂行できると考え、選
任しております。また、当社と同氏との間に特
別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が
生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定し
ております。

白戸　健 ○ ―――

同氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監
査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する
豊富な知識を有しており、社外監査役として十
分な職務が遂行できると考え、選任しておりま
す。また、当社と同氏との間に特別な利害関係
はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがな
いと判断し、独立役員に指定しております。

畠山　和大 ○ ―――

同氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な
経験及び法務の専門的な知識を有しているた
め、取締役の職務の執行の監査に十分な役割
を果たすことが期待され、選任しております。ま
た、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、
一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判
断し、独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名



その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めております。

「業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度における業績指標の目標達成状況に
応じた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員
会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。」

なお、業績連動報酬等に係る業績指標は連結営業利益であり、当該指標を選定した理由は、当該指標を当社連結業績の目標指標としているた
めであります。

また、その他のインセンティブ付与として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2021年２月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

（イ）基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しなが
ら、総合的に勘案して決定するものとする。

（ロ）業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度における業績指標の目標達成状況に応
じた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会
の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

（ハ）非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として毎
年、一定の時期に支給する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度とし、同制度の具体的な条件は取締役会において決定するものとする。



（ニ）取締役の個人別の報酬等の額（基本報酬（金銭報酬）、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額）及び取締役の個人別の報酬等の額に対
する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬額及び報酬割合については、報酬委員会において当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企
業をベンチマークとする報酬水準の検討を行い、取締役会決議に基づき具体的内容について委任を受けた代表取締役社長が最終的に、報酬委
員会の答申内容を尊重し、毎年、業績等を勘案しながら適宜決定するものとする。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役へのサポート体制として、取締役会の資料を総務部より事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する
時間を確保するとともに、必要に応じて、社外取締役に対しては管理担当取締役から、社外監査役に対しては常勤監査役から事前の説明を行っ
ております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（取締役会）

当社の取締役会は、取締役７名（うち社外取締役２名）で構成され、毎月１回の定時開催及び必要に応じた臨時開催において、経営に関する重要
事項等について審議・決定をしております。取締役会には監査役も出席しており、取締役の職務執行の監査とともに、必要に応じて意見陳述など
を行っております。

（監査役会）

当社の監査役会は、監査役３名（うち社外監査役３名）で構成され、毎月１回開催するほか、必要に応じて開催し、監査に関する重要な事項につい
て協議・決定を行っております。また、監査役会での意見交換により、取締役の職務執行の監査を充実させ経営監視機能を高めるとともに、内部
監査室及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、さらなる監査の実効性の確保に努めております。

（経営会議）

当社の取締役会の監督機能を補完するため、原則として週１回の経営会議を開催しております。

経営会議は、当社の取締役、各部長及び子会社の取締役、子会社の横断的な各部門統括責任者をもって構成され、当社及びその子会社の経営
の基本的方針及び経営活動を強力に推進するとともに、重要事項を協議・決定すること目的としております。

（コンプライアンス・リスク管理委員会）

当社グループのコンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。コンプライアンス・リスク管理委員
会は原則毎月１回開催するほか、リスク及び重大なコンプライアンス違反発生時など、必要に応じて臨時開催しており、委員長である当社の代表
取締役社長のほかグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当責任者を中心に構成されております。コンプライアンス実現のための諸施策
の検討、不祥事や重大なトラブルに関する対応策等を審議し、コンプライアンスに関し、組織横断的な取組みを図っております。

（報酬委員会）

当社は、任意の独立した諮問委員会である報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とし、業務執行取締
役の種類別の報酬額及び報酬割合について、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準の検
討を行っております。

（責任限定契約の内容の概要）

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役（常勤監査役を除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める限度額としております。なお、
当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られ
ます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任することで、外部の視点からの経営監督機能や監査機能が有効に機能しているものと判断し
ております。また、会社法上の機関の補完的機能として、経営会議を通じて経営課題の認識共有を行うとともに、コンプライアンス・リスク管理委員
会を通じて、当社グループのコンプライアンスに関する課題を検討することで、当社グループのさらなるコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるも
のと判断し、この体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主が議案について十分検討できるよう、早期発送に努めてまいります。



集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主の皆様にご参加いただくために、開催日の設定に関しては集中日を避ける
ように努めてまいります。

電磁的方法による議決権の行使
当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社が運営するサイトにて、電磁
的方法による議決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家や外国人株式保有比率を踏まえ、実施を検討してまいります。

招集通知（要約）の英文での提供 今後検討すべき課題と認識しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後開催を検討してまいります。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

今後検討すべき課題と認識しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 今後検討すべき課題と認識しております。 なし

IR資料のホームページ掲載 当社ホームページのＩＲサイトにおいて、決算情報等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
経営企画部を担当部署とし、関係各部署と連携を取りながら、ＩＲ活動を実施し
ております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ステークホルダーの立場の尊重については、「コンプライアンスマニュアル」に規定しており
ます。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

兵庫県養父市は、「養父市市有林管理プロジェクト」として、間伐整備された森林の持つＣ
Ｏ２吸収量をクレジット化して、森林の持つ吸収機能と私たちの社会生活・活動でのＣＯ２
排出の埋め合わせを、目に見える形で国内カーボン・オフセットの市場として流通できる、
環境省が認証するＪ－ＶＥＲクレジットの販売を行っております。当社の連結子会社である
株式会社勝美住宅は、この養父市のプロジェクトに賛同し契約を締結することにより、「ＣＯ
2排出量ゼロ」のモデルハウスを運営し、地球温暖化や省エネ化など環境に配慮した企業
活動に取り組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社グループは、金融商品取引法の関係法令及び有価証券上場規程に定める適時開示
の規定にしたがい、株主をはじめとしたステークホルダーへの説明や経営の健全性、透明
性を高めることで企業価値の向上を目指し、公正かつ適時・適切に開示しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社経営の透明性及び業務の適正化を確保するための組織体制が重要であると考えており、内部統制システム構築に関する基本方針
を定めております。その概要は以下のとおりであり、当該基本方針に基づいた体制の整備及び運用を行っております。

a．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（a）取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に基づき、重要事項を決定するとともに、取締役の業務の執行を監督する。



（b）コンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。

（c）内部通報規程に基づき、社員等からの通報等を受け付ける窓口を当社グループ内部及び契約する外部機関に設置し、コンプライアンス体制
の強化・充実を図る。

（d）社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況等について、定期的に内部監査を実施する。

（e）財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。

b．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（a）文書等の保存、管理等に関する基本的事項を文書保存管理規程に定め、法令により義務付けられている重要な書類も含め各種書類の管理
を行う。

（b）株主総会議事録、取締役会議事録は適時適正に作成するとともに保管場所を定め取締役の職務の執行の証跡とする。

c．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（a）リスクの範囲を明確にし、リスク管理を徹底するため、リスク管理規程を制定する。

（b）リスク管理を推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。

d．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（a）取締役会の決議に基づく職務執行については、社内規程に基づきその責任者及び権限等を定め、効率的かつ円滑な職務の執行が行われる
体制を構築する。

（b）適切かつ迅速な意思決定を可能にするために情報システムを整備する。

（c）グループ全体及び各執行部門の経営活動を推進する上での重要事項を協議決定するために、経営会議を設置し、定期的に開催する。

（d）原則として１か月に１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に係る意思決定を適時かつ適切に行う。これ
により、その担当職務の効率化を図る。

e．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（a）当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、相互の利益と事業発展を図る。

（b）当社の代表取締役社長及び各部の部長、子会社の取締役、子会社の横断的な各部門統括責任者で構成される経営会議での協議により、当
社グループにおける業務の適正を確保する。

（c）当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき監査対象には子会社を含む。

f．監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制

（a）監査役の求めがある場合、代表取締役社長は監査役の職務を補助する使用人を選任する。

（b）監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・評価等については、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。

g．当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

（a）当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに対して著しい損害を及ぼす事実、経営及び内部監査に関連する重要な事実、重大な法
令・定款違反、その他取締役が重要と判断する事実が発生した場合には、速やかに監査役に報告する。また、前述に関わらず監査役は、必要に
応じて当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

（b）監査役に報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない。

h．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（a）監査役が調査を必要とする場合には、内部監査室等に協力・補助を要請して、監査が効率的に行われる体制を構築する。

（b）監査役と代表取締役社長は、相互の意思疎通を図るために定期的な意見交換を実施する。

（c）監査役は、監査の実効性を確保するため、必要に応じて公認会計士及び弁護士等の社外専門家を活用することができる。

（d）監査役がその職務執行について費用等の請求をしたときは、監査役の職務執行に必要でない場合を除き、速やかにその費用を支払う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

a 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループでは、「反社会的勢力対応規則」を定め、反社会的勢力等との関係を一切遮断することといたしております。

当社グループにおける反社会的勢力等への対応に関する基本方針の主な内容は次のとおりとなります。

（a）反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、社内規程等に明文の根拠を設け、経営陣以下、組織全体として対応する。

（b）反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関との緊密な連携関係
の構築に努め、必要に応じて連携して対応する。

（c）反社会的勢力等とは業務上の取引関係を含めて、一切の関係を遮断する。

（d）反社会的勢力等からの不当要求を拒絶し、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行う。

（e）いかなる理由があっても事案を隠蔽するための反社会的勢力との裏取引は絶対に行わない。反社会的勢力等への資金提供は絶対に行わな
い。

　

b 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社グループでは、反社会的勢力による被害を防止することにより、健全な経営を阻害する要因を排除すること、並びに反社会的勢力への資金
提供を防止することにより社会的責任を果たすことを目的に、「反社会的勢力対応規則」を整備し、対応部門、関係の遮断等について定めておりま
す。

反社会的勢力の排除に関する最高責任者を当社の代表取締役社長とし、実際の業務における責任者を「リスク管理規程」に基づくリスク管理担
当責任者としております。反社会的勢力排除体制として、総務部は反社会的勢力の排除に関する業務の対応を行うほか、反社会的勢力との関係
を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行ってお
ります。また、取引先等との暴排条項の締結、不当要求防止責任者の選任並びに不当要求への対応を定めた「反社会的勢力対応マニュアル」、
取引先等が反社会的勢力でないことを確認する方法を定めた「反社会的勢力チェックマニュアル」、及び役職員に不当要求があった際の対応方法
を定めた「反社会的勢力対応ハンドブック」を制定しております。

また、警察署や関係機関により開催される反社会的勢力に関するセミナー等には、役員、関係部署の社員を中心に積極的に参加し、意識の徹底
とともに情報収集にも努めることに加え、総務部は役職員に対し研修を実施しております。

反社会的勢力による不当な要求がなされた場合、積極的に外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、暴力追放運動推進セン
ター等が示している不当要求対応要領等にしたがって対応いたします。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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適時開示体制の概要（摸式図） 
 
 

（決算情報） 

 

 

 

（決定事実） 

 

 

 

（発生事実） 

 

 


